
 

 
旭市の教育に関する大綱 

 

大綱の期間 令和７年度～令和１１年度［第３期］ 
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はじめに 

旭市では、平成２７年４月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の

改正法に基づき、本市における教育に関する基本的な方針を示すとともに、  

地域の実情に応じた教育の目標や施策を明確にするため、これまで第１期（平成

２８年度から令和元年度まで）、第２期(令和２年度から令和６年度まで)に  

わたり、旭市教育に関する大綱を策定してまいりました。 

第１期で「旭に学び、育ち、旭を誇りに思う人づくり」を基本理念に掲げて 

スタートした本市の大綱は、その基本理念を第２期に引き継ぎ、教育委員会と 

方向性を一つにして取り組んでまいりました。しかしながら、この間においても

教育環境は大きく様変わりし、時代の変化に合わせた様々な教育課題への対応

は、今なお続いています。 

このたび策定した第３期旭市の教育に関する大綱では「郷土 夢 未来」を 

基本理念に掲げ、教育の充実に取り組むことといたしました。策定に向け、  

旭市の現状を踏まえて教育委員会と議論を重ねてきた中、教育施策に対する  

目指すべき方向性は、市民一人ひとり、地域や社会が幸せや豊かさを感じられる

教育を実現することであります。 

この大綱を柱とし、市民の思いを大切にしながら、本市教育施策の着実な  

推進とさらなる充実に向けて、教育委員会と連携して取り組んでまいります  

ので、皆様のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。    

令和７年３月                                  

                   旭市長 米本 弥一郎 

 

 



 

  

 郷土 夢  未来 
 

  郷土を愛し 夢に向かって歩み続け 未来を拓く人づくり 

 

 

人生１００年時代の到来や、科学技術が急速に発展する複雑で予測困難

な時代において、市民一人ひとりが幸せや生きがいを感じるとともに、 

地域や社会が豊かさを感じられる状況“ウェルビーイング※1”を持続させて

いくためには、夢を抱き、新たな価値創造で課題を解決する力が求められ

ています。 

その実現には、学校教育ならびに社会教育、生涯学習において、市民や

地域のニーズを踏まえた豊かな学びを進めるとともに、家庭や学校、地域

が協働し、郷土愛を育み、未来を担う子どもたちの成長を支え、地域を 

創生していくことが重要となります。 

第３期旭市の教育に関する大綱では、「郷土 夢 未来」を基本理念に  

掲げ、５つの基本目標により教育の充実を図り・・・ 
 

●● 市民や社会全体のウェルビーイングの向上を目指します ● 
 

 

 

 

 

 

 

 

               ASAHI DREAM FUTURE 

基本理念 



 

  

ふるさと旭を愛し、社会の持続的な発展を生み出す人を育てます 

（1）旭の豊かな自然、伝統文化・歴史や産業の魅力にせまる教育活動の展開 

（2）ふるさと教育に学び、さらに世界に目を向け違いを知ることで、より良い未来を 

実現する持続可能な社会の創り手を育成 

（3）教育ＤＸの推進・外国語教育の充実等、グローバル社会で活躍できる力を育成 

 

 
 

夢に向かって自ら挑戦し続ける人を育てます 

（1）好奇心を高めたり、心を動かしたりする多様な学びや体験、イベント等を活用  
した夢を育む教育を推進 

（2）多様な人との関わりを通して自己肯定感と向上心を高め、夢に向かって自らの 

可能性を追い続けようとする学びの推進 

（3）効果的な体験活動等により、自分らしく生きていく基盤となる資質・能力を育む 

   キャリア教育を推進 

 

 

 

自信をもって未来を切り拓く「生きる力」を育みます 

（1）主体的・対話的で深い学びの実現による、自らの人生を切り拓く「確かな学力」 

の育成  

（2）様々な交流や体験活動の充実による、誰もが個性を尊重し、違いを知り、ともに 

歩もうとする「豊かな心」の育成 

（3）“食の郷”旭の特色をいかした食育や、魅力ある生涯スポーツの推進による 

「健やかな体」の育成 

 

●基本目標３ 

●基本目標２ 

●基本目標１ 



 

 

豊かな人生を支えるための学びを支援します 

（1）「いつでも・どこでも・だれでも」心豊かで生きがいのある人生につながる  

学びの支援 

（2）知識の習得やスキルアップを目指すリカレント教育等、生涯にわたる学びの支援 

（3）ライフステージに応じたスポーツ活動を創出し、スポーツを通じた心身の健康や 

生きがいづくりを支援 

 

 

学校をコミュニティの核とした地域づくりを進めます 

（1）未来を担う子どもたちの豊かな学びと健やかな成長のため、学校・家庭・地域が 

協働して支える地域力を強化 

（2）地域の多様な経験や専門性を持つ人材・企業等の協力による、学校と地域が連携 

した教育力向上の支援 

（3）自助・共助・公助の和を大切にし、安全・安心な学びの環境と豊かな暮らしを   

     持続できる“みんなで創る未来 ず～っと大好きなまち旭※２”の実現に向けた  

 教育を推進 

 
 

※１ ウェルビーイング： 

 身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、  

生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。 

 多様な個人がそれぞれ幸せや生きがいを感じるとともに、個人を取り巻く場や 

地域、社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態にあることも含む包括的な概念。 

 

※２ みんなで創る未来ず～っと大好きなまち旭：  

 旭市が目指す将来都市像。 

 市民の誰もが自分ごととしてまちづくりや課題解決に関わり、暮らし、働き、  

あるいは学びに安心感や満足感を得られ「ず～っと大好き」で「住み続けたい」 

と思えるまちづくりの共通目標。 

●基本目標４ 

●基本目標５ 


